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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究

一
二
〕

昭
三
七
2
5
（
嚴
驕
嘱
藻
レ
似
蜷
一
）

　
土
地
境
界
確
定
の
訴
に
お
け
る
判
決
主
文
に
お
い
て
係
争
の
土
地
の
所
有
者

　
を
表
示
す
る
こ
と
の
要
否

　
　
境
界
確
認
請
求
事
件
（
昭
三
七
・
一
〇
・
三
〇
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
上
告
代
理
人
の
上
告
理
由
第
一
点
は
、
原
判
決
に
左
記
の
ご
と
き
理
由
不
備
又

　
　
は
理
由
そ
ご
の
違
法
が
あ
る
．
e
原
判
決
の
主
文
第
一
項
は
、
控
訴
人
等
（
原

　
　
告
・
被
上
告
人
等
）
共
有
の
甲
番
地
山
林
と
は
被
控
訴
人
H
を
除
く
そ
の
余
の

　
　
被
控
訴
人
等
一
〇
名
共
有
の
隣
地
乙
番
地
山
林
と
の
境
界
は
別
紙
図
面
の
線
で

　
　
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
乙
地
山
林
が
H
を
除
く
そ

　
　
の
余
の
被
控
訴
人
等
の
共
有
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
原
判
決
に
理
由
が
示
さ
れ

　
　
ず
、
且
つ
原
判
決
は
理
由
の
冒
頭
に
右
山
林
が
R
を
含
め
て
被
控
訴
人
等
叫
一

　
　
名
の
共
有
で
あ
る
こ
と
は
当
事
者
間
に
争
の
な
い
事
実
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
．

　
⇔
元
来
被
上
告
人
等
は
、
第
一
審
以
来
乙
地
山
林
は
上
告
人
等
二
名
の
共
有

　
　
で
あ
る
と
王
張
し
、
上
告
人
等
一
↓
名
を
被
告
と
し
て
本
件
境
界
確
定
訴
訟

　
　
を
提
起
し
た
の
で
あ
り
、
両
地
の
共
有
関
係
に
つ
い
て
は
、
上
告
人
等
も
終
始

　
　
こ
れ
を
争
わ
な
か
つ
た
．
と
こ
ろ
が
原
審
最
終
口
頭
弁
論
で
、
被
上
告
人
は
請

　
求
趣
旨
訂
正
申
立
書
に
基
き
請
求
の
趣
旨
を
訂
正
し
て
原
判
決
主
文
と
同
旨
の

　
　
判
決
を
求
め
た
が
、
訂
正
理
由
に
つ
い
て
は
何
等
の
陳
述
も
し
て
い
な
い
。
上

判
　
例
　
研
　
究

告
人
等
も
乙
地
山
林
が
H
を
除
く
そ
の
余
の
被
控
訴
人
等
の
共
有
で
あ
る
と
認

め
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
原
判
決
は
理
由
冒
頭
に
、
「
乙
地
山
林
が
被
控

訴
人
等
の
共
有
で
あ
る
こ
と
は
当
事
者
間
に
争
が
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

白
し
か
ら
ば
、
原
判
決
の
主
文
は
そ
の
理
由
と
一
致
せ
ず
、
こ
の
点
で
原
判
決

に
は
理
由
不
備
又
は
理
由
そ
ご
の
違
法
が
あ
る
。
第
二
点
と
し
て
、
原
判
決
は

訴
訟
当
事
者
適
格
を
誤
つ
た
違
法
が
あ
る
．
e
本
訴
は
境
界
確
定
の
訴
で
あ
る

か
ら
、
境
界
の
確
定
さ
る
べ
き
隣
接
両
地
の
所
有
者
が
対
立
当
事
者
と
な
る
べ

き
で
あ
り
、
非
所
有
者
は
当
事
者
適
格
を
有
し
な
い
．
口
し
か
る
に
被
上
告
人

は
、
本
件
請
求
の
趣
旨
訂
正
申
立
書
で
、
乙
地
山
林
は
上
告
人
H
を
除
く
そ
の

余
の
上
告
人
等
一
〇
名
の
共
有
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
訴
訟
の
相
手

方
を
H
を
除
く
そ
の
余
の
上
告
人
等
一
〇
名
に
限
定
す
べ
く
、
す
な
わ
ち
、
上

告
人
H
に
対
し
て
は
訴
を
取
下
げ
る
か
清
求
の
拗
棄
を
為
す
べ
き
に
拘
ら
ず
、

そ
れ
を
せ
ず
、
上
告
人
等
二
名
を
相
手
方
と
し
た
ま
ま
訴
訟
を
進
行
し
、
原

判
決
も
右
一
一
名
を
被
控
訴
人
と
℃
て
表
示
し
判
決
し
た
．
原
判
決
は
当
事
者

の
適
格
を
誤
つ
た
違
法
の
判
決
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
上
告
審
判
決
は
．
上
告
理
由
第
一
点
に
つ
い
て
．
土
地
境
界
確

定
の
訴
に
お
い
て
は
、
判
決
主
文
に
お
い
て
、
特
定
の
隣
接
地
番
の
土
地
相
互

の
境
界
を
表
示
す
れ
は
足
る
の
で
あ
つ
て
、
所
有
権
確
認
の
請
求
が
含
ま
れ
な

い
限
り
、
右
土
地
の
所
有
老
が
誰
で
あ
る
か
を
主
文
に
表
示
す
る
こ
と
を
要
す

一
〇
三

（
五
〇
三
）



判
　
例
　
研
　
究

　
　
る
も
の
で
は
な
い
．
従
つ
て
、
単
な
る
土
地
境
界
確
定
の
訴
で
あ
り
、
所
有
権

　
　
確
認
の
請
求
の
含
ま
れ
な
い
本
件
に
お
い
て
、
原
判
決
が
そ
の
理
由
に
お
い
て

　
　
上
告
人
H
を
乙
地
山
林
の
共
有
者
で
あ
る
と
確
定
し
な
が
ら
、
そ
の
主
文
に
お

　
　
い
て
、
甲
・
乙
山
林
の
境
界
を
表
示
す
る
に
つ
ぎ
、
上
告
人
H
を
右
山
林
の
共

　
　
有
者
で
あ
る
旨
を
表
示
し
な
か
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
所
論
の
理
由
不
備
又
は

　
　
理
由
そ
ご
の
違
法
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
右
主
文
に
お
い
て
上
告
人
H
以
外

　
　
の
上
告
人
ら
を
右
山
林
の
共
有
者
で
あ
る
旨
表
示
し
た
こ
と
は
無
用
の
表
示
で

　
　
あ
り
、
右
表
示
の
あ
る
こ
と
は
前
記
の
結
論
を
左
右
し
な
い
。
論
旨
は
採
用
で

　
　
ぎ
な
い
。
上
告
理
由
第
二
点
に
つ
い
て
．
原
判
決
は
、
被
控
訴
人
H
を
加
え
た

　
　
被
控
訴
人
ら
一
一
名
（
上
告
人
ら
）
が
乙
地
山
林
の
共
有
者
で
あ
る
と
確
定
し

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
上
告
人
ら
二
名
に
対
す
る
本
件
境
界
確
定
の
訴
を

　
　
適
法
と
し
た
原
判
決
に
所
論
の
違
法
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
つ

　
　
て
上
告
棄
却
。

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

　
一
、
土
地
境
界
確
定
の
訴
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
見
解
が
対
立
し
て
い

る
。
か
つ
て
ド
イ
ッ
普
通
法
並
び
に
各
州
法
に
お
い
て
は
（
瑚
航
婿
ガ
勘
妙
勘
法
y

こ
の
訴
は
鼠
i
＆
一
S
ぎ
の
一
変
体
で
あ
り
、
且
つ
被
告
が
反
訴
を
提
起
し

な
い
場
合
で
も
原
告
及
び
被
告
が
各
鼠
三
包
一
S
ぎ
の
訴
を
提
起
し
た
が
ご

と
く
に
理
解
し
、
し
た
が
つ
て
原
告
の
請
求
が
理
由
の
な
い
場
合
に
も
請
求
を

棄
却
せ
ず
、
被
告
の
請
求
を
理
由
あ
り
と
し
て
境
界
線
を
定
め
る
判
決
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
い
わ
ゆ
る
器
ぎ
身
覧
震
（
翻
訪
）
と
理
解
さ
れ
て
い
た

（
磁
酢
購
胴
樋
）
。
給
付
・
確
認
・
形
成
の
訴
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
位
置
づ
け
、
一

般
の
訴
と
は
区
別
し
て
境
界
確
定
の
訴
を
認
め
る
以
上
は
、
本
訴
が
霧
ぎ

倉
冨
貫
で
あ
る
と
い
う
点
に
区
別
の
メ
ル
ク
マ
！
ル
を
求
め
ざ
る
を
得
な
か

つ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
後
の
学
説
が
本
訴
を
純
然
た
る
形
成
訴
訟
で
あ
る
と

噌
〇
四

（
五
〇
四
）

か
（
賜
斌
騰
彬
繊
纐
鰍
縦
靴
枢
捌
酎
縄
意
）
、
確
認
訴
訟
で
あ
る
と
か
説
明
す
る
が
、
そ

れ
な
ら
ば
一
般
の
形
成
訴
訟
や
確
認
訴
訟
と
区
別
し
て
本
訴
に
独
立
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
を
認
め
る
必
要
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
の
み
関
し
て

い
え
ば
、
む
し
ろ
本
訴
を
冨
一
く
ぎ
＆
S
怠
o
に
し
て
毬
試
o
含
覧
賃
と
み
る
普

通
法
時
代
の
見
解
が
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
本
訴
を
蚤
く
汐
＆
β
ぎ
に
し
て
霧
ぎ
身
三
貫
と
み
る
こ
と
は
理
論

的
に
不
可
能
で
あ
る
。
原
告
A
が
境
界
線
忍
を
主
張
し
被
告
B
が
境
界
線
H
を

主
張
し
て
い
る
境
界
確
定
の
訴
に
お
い
て
、
A
の
請
求
は
疋
・
甘
間
の
土
地
の

所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
、
B
の
請
求
は
同
じ
く
同
土
地
の
返
還
請
求
で
あ

り
、
訴
訟
物
は
同
一
で
あ
る
か
ら
8
ぎ
身
甘
震
と
考
え
る
と
二
重
起
訴
の
禁

止
に
ふ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
を
度
外
視
し
て
も
、
A
が
遅
の
立
証
に

失
敗
し
、
B
が
R
の
立
証
に
失
敗
す
る
と
、
A
B
双
方
の
請
求
が
棄
却
さ
れ

る
。
こ
の
場
合
判
決
に
よ
り
境
界
は
確
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
境
界
確
定

の
訴
は
こ
の
場
合
本
来
の
機
能
を
果
さ
な
い
こ
と
に
な
る
．
ま
た
8
ぎ
身
覧
霞

な
る
観
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
被
告
が
反
訴
を
提
起
し
な
い
の
に
反
訴
を

提
起
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
の
は
、
原
告
に
請
求
棄
却
以
上
の
不
利
益
を
帰
せ

し
め
、
民
訴
法
一
八
六
条
に
も
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
（
講
鉢
揃
醐
蹴
D
頗
ポ
既
勧
胴

そ
も
㎏
o
剛
く
ヨ
色
β
二
〇
に
非
ず
と
し
．
そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。
「
現
代
ノ
訴

訟
二
於
テ
ハ
、
り
Φ
一
く
ぎ
＆
畠
菖
o
ハ
所
有
権
ノ
侵
害
二
因
リ
テ
生
ジ
タ
ル
返
還
請
求
権
ヲ
訴
訟
物
ト
ス

ル
訴
ナ
リ
ト
視
、
所
有
権
自
体
ヲ
訴
訟
物
ト
ス
ル
訴
ナ
リ
ト
ハ
解
セ
ス
。
従
テ
返
還
請
求
権
ノ
存
否
二
依

リ
テ
、
経
界
線
ヲ
定
メ
ソ
ト
ス
ル
ハ
、
其
関
係
腺
接
ニ
ン
テ
適
切
ナ
ラ
ス
」
と
し
て
い
る
・
　
こ
の
理
論

は
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
の
確
定
が
、
所
有
権
を
同
時
に
砕
定
し
な
い
と
い
う
前
提
に
立
つ
が
、

そ
れ
自
体
問
題
て
あ
る
と
考
え
る
の
で
．
難
本
氏
の
こ
の
点
の
主
張
に
は
賛
し
難
い
。
さ
ら
に
同
氏
は

舘
菖
o
α
β
筥
Φ
図
と
解
さ
な
い
理
由
と
し
て
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
処
分
権
主
義
を
挙
げ
る
ほ
か
に
．

「
経
界
訴
訟
ヲ
以
テ
リ
o
一
ぐ
ぎ
色
S
試
O
ノ
一
変
体
ト
解
セ
サ
ル
場
合
ニ
ハ
、
零
菖
o
α
ロ
箪
o
図
ナ
ル
観

念
ヲ
襲
用
ス
ル
ノ
必
要
モ
亦
存
セ
ス
。
是
レ
、
即
。
該
O
q
＝
三
〇
図
ア
ル
慨
念
ノ
必
要
ヲ
感
》
タ
ル
ハ
、
経

界
訴
訟
二
於
テ
原
告
ノ
請
求
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
棄
却
ス
ル
場
合
ニ
ハ
　
原
告
二
対
／
テ
　
其
部
分
二
該

当
ス
ル
土
地
ノ
部
分
ヲ
被
告
二
返
還
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
命
ス
ル
給
付
判
決
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
カ
為
メ
ナ
ル

ヵ
故
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
．
し
か
し
、
本
訴
を
も
つ
て
雰
二
〇
α
ζ
三
〇
K
と
考
え
る
必
要
は
、
む
し
ろ
、



原
告
の
請
求
に
理
由
が
な
い
場
合
に
、
請
求
を
棄
却
す
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
境
界
確
定
の
判
決
を

し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
べ
ぎ
て
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
本
訴
を
冒
o
一

く
ぎ
色
8
二
〇
と
し
て
て
は
な
く
、
確
認
訴
訟
、
純
形
成
訴
款
と
し
冗
理
解
す
濁
場
合
で
も
曽
。
江
。
q
仁
巳
。
図

と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
㌧
の
で
は
な
か
ろ
う
か
　
と
㌧
う
こ
と
は
　
そ
も
そ
も
本
訴
を
訴
訟
事

件
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
無
理
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ

雑
本
博
士
の
胃
Φ
凶
く
ぎ
象
寅
菖
ρ
旨
二
〇
α
虞
づ
一
①
図
批
判
に
は
結
論
的
に
は
賛
成
で
あ
る
が
そ
の
論
拠
に

蹴
蜂
肋
謬
諸

　
純
形
成
訴
訟
説
に
も
問
題
が
あ
る
．
た
し
か
に
境
界
確
定
の
訴
に
あ
つ
て

は
、
境
界
が
不
明
な
場
合
従
来
の
境
界
は
さ
て
お
い
て
新
し
い
境
界
を
定
め
る

と
考
え
る
限
り
、
こ
れ
を
形
成
訴
訟
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
．
し
か
し
、

訴
訟
事
件
と
し
て
の
形
成
訴
訟
は
、
形
成
権
乃
至
形
成
要
件
の
存
在
を
前
提
と

す
る
。
し
か
る
に
境
界
確
定
の
訴
に
あ
つ
て
は
実
体
法
上
か
か
る
形
成
権
乃
至

形
成
要
件
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
（
灘
眠
職
軌
諏
鶴
鱗
隙
薦
識
繧
琳
腱
旋
恥
駅
脚
騒
劒
瞳
ポ
融

る
）
。
し
た
が
つ
て
本
訴
を
純
形
成
訴
訟
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
伽
縢

識
評
蝶
駈
捲
一
）
。
こ
こ
に
形
式
的
形
成
訴
訟
説
の
成
立
す
る
可
能
性
が
存
す
る
。

も
つ
と
も
こ
の
点
で
矯
本
博
士
は
、
「
経
界
線
力
不
明
ナ
ル
場
合
ニ
ハ
、
判
事
ハ
、

衡
平
ノ
命
ス
ル
所
二
従
ヒ
、
争
ア
ル
土
地
ノ
部
分
ヲ
両
隣
地
所
有
者
間
二
分
配

ス
ル
カ
如
キ
経
界
線
ヲ
定
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
羅
馬
法
以
来
普
通
法
時

代
ヲ
通
シ
、
我
訴
訟
法
制
定
ノ
当
時
二
至
ル
マ
テ
、
一
般
二
行
ハ
レ
タ
ル
慣
習
法

ナ
リ
．
故
二
、
我
訴
訟
法
二
於
テ
モ
、
経
界
ノ
訴
二
関
ス
ル
右
ノ
慣
習
法
ハ
之

ヲ
襲
用
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
解
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
（
蝋
賂
九
）
と
さ
れ
る
。
雑
本
博
士

は
同
時
に
境
界
確
定
の
訴
を
以
て
そ
の
実
質
は
非
訟
事
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で

（
嚇
醜
）
前
掲
の
表
現
を
も
つ
て
実
体
法
上
形
成
権
の
存
在
を
認
め
、
し
た
が
つ
て

純
形
成
訴
訟
説
を
と
つ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
（
陶
嫌

灘
揃
醐
鮎
湿
紛
頂
硬
雛
鉢
博
仕
紛
観
耀
雌
糊
脈
簾
彫
臓
赫
磁
）
。
加
藤
博
士
は
、
維
本
博
士
が

慣
習
法
上
の
形
成
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
本
訴
を
純
形
成
訴
訟
と
理
解
す

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

る
も
の
と
解
し
、
「
我
民
法
力
果
シ
テ
斯
カ
ル
慣
習
法
ノ
存
在
ヲ
認
メ
又
之
二

依
ル
コ
ト
ヲ
是
認
シ
タ
ル
ヤ
否
ヤ
疑
ナ
キ
能
ハ
ス
」
と
し
て
い
る
（
舗
鴫
恥
）
。

「
衡
平
に
従
い
境
界
を
定
め
る
慣
習
法
」
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
衡

平
に
従
い
境
界
を
定
め
る
」
と
い
う
の
は
、
衡
平
の
原
則
に
の
つ
と
つ
た
自
由

裁
量
に
よ
つ
て
境
界
を
定
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
慣

習
法
と
は
、
訴
訟
に
よ
る
そ
う
い
う
境
界
の
定
め
方
を
内
容
と
す
る
慣
習
法
を

意
味
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
訴
訟
上
行
使
さ
れ
る
形
成
権
が
実
体
法
上

存
在
し
な
い
と
い
う
点
で
純
形
成
訴
訟
説
に
は
賛
成
し
え
な
い
．

　
こ
の
ほ
か
純
形
成
訴
訟
説
に
対
し
て
は
以
下
の
二
点
で
批
判
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
第
一
に
、
「
凡
ソ
形
成
訴
訟
ノ
場
合
二
在
リ
テ
ハ
形
成
権
力
訴
二
依
リ
テ

ノ
ミ
行
使
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
旨
ヲ
明
規
シ
タ
ル
場
合
二
限
ル
モ
ノ
ト
ス

　
…
然
ル
ニ
経
界
線
ノ
確
定
二
付
テ
ハ
必
ス
ヤ
訴
訟
二
因
リ
テ
其
ノ
経
界
ヲ
設

定
セ
シ
ム
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
効
ナ
キ
旨
ヲ
明
言
セ
ル
何
等
実
体
法
上
ノ
明
文
ナ

キ
ハ
勿
論
我
国
二
於
テ
斯
カ
ル
慣
習
法
ノ
存
在
ア
ル
コ
ト
ヲ
聞
カ
サ
ル
ナ
リ
」

と
（
黎
鶉
鍵
重
条
餐
哺
に
、
乞
簸
講
域
飴
鍔
蟻
鮮
刑
難
肌
霧
記
発

テ
之
ヲ
提
起
シ
得
ル
旨
ヲ
認
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
日
ク
然
ラ
ス
是
経
界
ノ
訴
ヲ
提
起
シ
得
ヘ
キ
旨
ヲ
認
メ

タ
ル
ニ
止
マ
リ
経
界
ノ
確
定
ハ
必
ス
ヤ
訴
二
依
り
其
判
決
ノ
確
定
二
因
リ
テ
ノ
ミ
之
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
能

懸
郵
箭
蕊
饒
幾
親
躯
丘
罐
騎
擁
や
覇
錺
鐸
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
批
判
は
結
局
は
慣
習
法
上
、
裁
判
上
行
使
を
要
す
る
形
成
権
が
存
在
す
る
や

否
や
の
問
題
に
帰
着
す
る
．
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
に
し
て
も
裁
判
上
行

使
を
要
す
る
形
成
権
が
慣
習
法
上
肯
定
さ
れ
る
以
上
は
本
訴
を
以
て
純
形
成
訴

訟
と
理
解
す
る
余
地
は
充
分
に
存
す
る
．
し
か
し
て
前
述
せ
る
ご
と
く
裁
判
上

行
使
を
要
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
境
界
確
定
の
形
成
権
芳
、
の
も
の
は
茅
、
も
そ

も
存
在
し
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
仮
9
に
裁
判
上
行
使
を
要
す
る
形
成

一
〇
五

（
五
〇
五
）



　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

権
が
存
在
す
る
場
合
、
し
た
が
つ
て
形
成
訴
訟
の
認
め
ら
れ
る
場
合
、
も
ち
ろ

ん
形
成
権
の
行
使
そ
の
も
の
は
訴
訟
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ

と
は
、
形
成
権
の
行
使
に
よ
ら
な
い
、
合
意
、
仲
裁
等
に
よ
る
境
界
の
形
成
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
離
婚
原
因
”
離
婚
形
成
権
が
存

す
る
場
合
で
も
協
議
・
調
停
・
審
判
等
に
よ
る
離
婚
が
可
能
で
あ
る
の
と
同
様

で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
少
な
く
と
も
「
経
界
線
ノ
確
定
二
付
テ
ハ
必
ス
ヤ
訴

訟
二
因
リ
テ
其
ノ
経
界
ヲ
設
定
セ
シ
ム
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
効
ナ
キ
旨
ヲ
明
言
セ

ル
何
等
実
体
法
上
ノ
明
文
ナ
キ
ハ
勿
論
我
国
二
於
テ
斯
カ
ル
慣
習
法
ノ
存
在
ア

ル
コ
ト
ヲ
聞
カ
サ
ル
」
限
り
、
純
形
成
訴
訟
説
に
賛
成
し
え
な
い
と
す
る
こ
と

は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
「
凡
ソ
形
成
判
決
二
在
リ
テ
ハ
其
創
設
力
ノ
効

果
ハ
唯
リ
訴
訟
当
事
者
ノ
、
・
・
ナ
ラ
ス
第
三
者
即
チ
汎
ク
何
人
ノ
為
メ
ニ
モ
亦
何

人
二
対
シ
テ
モ
効
力
ヲ
有
ス
ル
ー
・
判
決
ノ
創
設
力
力
何
人
二
対
シ
テ
モ
効
力

ア
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
判
決
ノ
其
創
設
的
作
用
タ
ル
ヤ
国
家
ノ
命
令
権
二
基
ク
処

分
行
為
タ
ル
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
カ
故
ナ
リ
斯
ノ
如
ク
判
決
ノ
創
設
的
作
用
力
国

家
命
令
権
ノ
処
分
タ
ル
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
以
上
ハ
国
家
力
其
ノ
処
分
ヲ
為
ス
ニ

付
テ
ハ
必
ス
ヤ
職
権
調
査
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
是
レ
行
政
事
件
及

ヒ
非
訟
事
件
二
於
テ
何
レ
モ
職
権
調
査
主
義
ヲ
採
ル
所
以
ナ
リ
故
二
形
成
判
決

二
付
テ
モ
国
家
力
其
処
分
ト
シ
テ
形
成
的
効
果
ヲ
発
揮
セ
シ
メ
ン
カ
為
メ
ニ
ハ

職
権
調
査
主
義
ヲ
採
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
：
又
給
付
判
決
若
ク
ハ
確
認
判
決
二

於
テ
判
決
ノ
既
判
力
ノ
及
フ
主
観
的
範
囲
力
訴
訟
ノ
当
事
者
二
限
ル
ト
為
ス
根

拠
ハ
弁
論
主
義
又
ハ
処
分
権
主
義
二
基
ク
・
　
是
レ
人
事
訴
訟
ノ
如
ク
判
決
ノ

形
成
的
効
果
力
第
三
者
二
及
フ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
自
白
、
認
諾
等
ノ
効
力
ヲ
認

メ
サ
ル
ノ
、
・
・
ナ
ラ
ス
或
程
度
二
於
テ
職
権
調
査
主
義
ヲ
認
メ
タ
ル
所
以
ナ
リ
殊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
　
（
五
〇
六
）

二
人
事
訴
訟
ハ
形
成
訴
訟
ノ
最
モ
主
要
ナ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
之
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ

ノ
ナ
ル
カ
故
二
他
ノ
形
成
訴
訟
ハ
之
力
類
推
二
依
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
　
　
経
界

訴
訟
二
付
テ
之
ヲ
観
ル
ニ
毫
モ
職
権
調
査
主
義
ヲ
認
メ
タ
ル
明
文
上
ノ
根
拠
ナ

キ
ノ
、
・
・
ナ
ラ
ス
経
界
訴
訟
ヲ
以
テ
形
成
訴
訟
ナ
リ
ト
論
ス
ル
学
者
二
在
リ
テ
モ

亦
何
レ
モ
弁
論
主
義
ノ
下
二
於
テ
経
界
訴
訟
ヲ
以
テ
形
成
訴
訟
ナ
リ
ト
シ
テ
説

明
セ
ソ
ト
シ
・
　
予
輩
ハ
制
限
ナ
キ
弁
論
主
義
ノ
下
二
創
設
的
判
決
ヲ
為
シ
汎

ク
第
三
者
二
対
抗
シ
得
ル
効
果
ヲ
得
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
不
能
ノ
事
タ
ル

ヲ
信
ス
」
（
訓
順
揃
蝸
恥
）
と
す
る
批
判
が
、
純
形
成
訴
訟
説
に
対
し
て
加
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
形
成
効
そ
の
も
の
が
本
来
対
世
的
効
力
を
も
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
形
成
効
の
対
世
効
は
法

律
関
係
の
画
一
的
規
整
と
い
う
別
の
要
求
か
ら
く
る
も
の
で
、
形
成
効
が
論
理

上
必
然
的
に
対
世
効
を
も
つ
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
鎌
仔
淋
縣
袋
駈
）
．

境
界
確
定
の
訴
が
純
形
成
訴
訟
で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ま
さ
に
、
対
世
効
を

も
た
な
い
形
成
効
を
生
じ
る
形
成
判
決
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
形
成

訴
訟
の
認
め
ら
れ
る
す
べ
て
の
場
合
に
職
権
調
査
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
は
限

ら
な
い
し
、
形
成
効
の
相
対
性
を
認
め
る
場
合
職
権
調
査
主
義
を
と
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
批
判
も
ま
た
適
切
と
は
い
え

な
い
．

　
確
認
訴
訟
説
の
主
張
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
（
鷹
認
緬
轍
熾
倣
腕
範
璽
ガ
帥
駅

三
判
大
正
三
年
（
オ
）
二
九
五
号
大
判
民
二
一
輯
七
〇
五
頁
、
大
審
大
正
九
年
七
月
六
日
民
一
判
大
判
民

二
六
輯
九
五
九
頁
、
大
正
五
年
五
月
二
九
日
東
地
民
四
判
評
論
五
巻
一
五
七
頁
な
ど
が
あ
り
、
学
説
と
し

て
憶
、
中
島
釈
義
二
上
三
五
二
頂
、
三
瀦
法
協
三
八
巻
｝
二
号
七
四
頁
、
板
倉
志
林
一
三
巻
四
号
一
〇
四

頁
　
岩
田
原
論
一
一
六
頁
な
ど
　
な
お
　
明
冶
匹
四
年
一
一
月
一
六
日
東
区
判
新
聞
七
五
八
号
二
二
頁

は
．
土
地
の
所
有
権
の
争
い
に
基
因
し
て
、
そ
の
経
界
の
確
定
を
求
め
る
訴
で
経
界
を
確
定
す
る
の
は
．

争
い
の
あ
る
部
分
の
所
有
権
を
確
定
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
経
界
の
訴

と
は
、
民
法
二
二
三
条
以
下
数
条
に
規
定
せ
る
権
利
の
ご
と
き
い
わ
ゆ
る
境
界
権
に
関
す
る
訴
で
あ
る
と

い
う
が
、
こ
れ
が
確
認
の
訴
か
否
か
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
．
大
正
五
年
一
一
月
九
日
長
崎
控
民
判
新



聞
一
一
九
流
号
一
八
頁
は
．
経
界
確
定
の
訴
に
は
、
単
に
経
界
の
み
に
争
心
の
あ
る
場
合
と
、
所
有
権
の

範
囲
に
争
㌧
が
あ
り
経
界
確
定
を
訴
求
す
る
場
合
と
の
二
種
あ
り
と
し
て
㌧
る
．
前
者
は
形
式
的
形
成
訴

訟
、
後
毒
確
認
訟
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
．
境
界
確
定
蛮
中
に
二
つ
の
性
質
の
異
る
訟
を
合
、
差

め
る
も
の
と
し
て
　
宮
崎
「
経
界
確
定
訴
訟
の
性
質
に
つ
」
て
一
判
例
タ
イ
ム
ス
四
九
掌
，
二
　
三
頁
　
昭

和
三
〇
年
六
月
一
七
日
徳
島
地
判
下
級
民
集
六
倦
六
号
一
こ
ハ
八
頁
は
、
経
堺
確
定
の
訴
に
お
か
て
は
．

証
拠
に
よ
り
経
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
㌧
場
合
で
も
　
占
有
の
状
況
　
地
形
地
物
あ
る
㌧
は
公
簿

面
積
そ
の
他
諸
般
の
事
情
を
綜
合
し
て
経
界
線
を
確
定
す
ぺ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
証
拠
に
よ
り
境
界

を
確
定
す
る
場
合
の
境
界
確
定
の
訴
は
確
認
訴
訟
で
あ
り
、
そ
の
他
の
場
合
は
形
式
的
形
成
訴
訟
と
考
え

ら
れ
る
の
で
、
　
こ
の
判
決
も
撹
界
確
定
の
訴
に
二
種
の
も
の
を
認
め
る
趣
旨
と
解
し
て
よ
い
て
あ
ろ
う

か
．
こ
の
ほ
か
大
審
大
正
二
一
年
六
月
二
日
民
連
判
民
集
二
巻
三
四
五
頁
は
、
「
此
ノ
種
ノ
訴
力
相
隣
地

間
ノ
経
界
線
ヲ
定
ム
ル
創
設
的
判
決
ヲ
求
ム
ル
ト
将
又
既
二
客
観
的
二
存
ス
ル
両
地
ノ
経
界
線
ヲ
制
決
ヲ

以
テ
確
認
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
モ
ノ
ト
ナ
ス
ニ
ヨ
リ
差
異
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
」
と
し
て
　
同
じ

駅
阻
糎
即
鄭
吻
控
翻
勃
ゴ
騎
通
パ
林
諸
醐
沸
階
誕
薪
誠
緬
塑
ト
罷
日
）
。
．
経
界
確
定
ノ
訴
ヲ
以
テ

確
認
訴
訟
ト
為
ス
現
行
法
上
ノ
積
極
的
ノ
根
拠
如
何
ト
問
ハ
ハ
予
輩
モ
亦
同
シ

ク
裁
構
第
十
四
条
第
二
号
（
ロ
）
又
ハ
民
訴
法
第
二
十
二
条
二
所
謂
経
界
ノ
、
、
、

二
関
ル
訴
訟
即
チ
是
ナ
リ
ト
答
フ
ル
ノ
外
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
蓋
シ
是
等
ノ
ニ
箇
条

二
於
テ
ハ
何
レ
モ
本
権
ノ
訴
ト
分
離
シ
テ
経
界
ノ
訴
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ハ
明
白
ナ

リ
而
シ
テ
経
界
ノ
ミ
ノ
訴
ハ
其
目
的
ヨ
リ
推
論
シ
テ
給
付
訴
訟
二
非
サ
ル
コ
ト

ハ
明
白
ニ
シ
テ
且
ッ
形
成
訴
訟
二
非
サ
ル
コ
ト
前
二
論
断
セ
シ
所
ノ
如
ク
ナ
ル

以
上
ハ
今
日
ノ
訴
ノ
種
類
ヨ
リ
分
類
シ
テ
確
認
訴
訟
ナ
リ
ト
論
定
ス
ル
ノ
外
ア

ラ
サ
ル
ナ
リ
」
「
唯
確
認
訴
訟
ハ
権
利
関
係
ノ
確
認
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
事
実
ノ
確
認
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
コ
ト
モ
亦
今
日
ノ
学
説
ノ
認
ム

ル
所
ナ
リ
然
ル
ニ
経
界
線
ノ
ミ
ノ
確
定
ハ
事
実
ノ
確
認
ナ
ル
カ
故
二
確
認
訴
訟

ノ
目
的
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
ハ
形
成
訴
訟
説
ヲ
採
ル
学
者
ノ
主
張
ス
ル
所
ナ
リ

然
リ
予
輩
モ
亦
経
界
線
其
モ
ノ
ハ
事
実
タ
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
認
ム
然
レ
ト
モ
経
界

線
ノ
上
二
経
界
権
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ハ
民
法
第
二
二
三
条
及
ヒ
第
二
二
四
条
二
依

リ
テ
明
白
ナ
リ
従
テ
経
界
ノ
訴
ト
ハ
経
界
権
ノ
存
ス
ル
位
置
ヲ
確
認
ス
ル
コ
ト

ヲ
目
的
ト
シ
猶
ホ
土
地
所
有
権
確
認
ノ
訴
二
於
テ
所
有
権
ノ
行
ハ
ル
ヘ
キ
土
地

其
モ
ノ
ヲ
確
認
ス
ル
カ
如
シ
而
シ
テ
所
有
権
確
認
ノ
訴
二
於
テ
ハ
現
二
存
ス
ル

判
　
例
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究

或
地
域
ヲ
指
定
シ
テ
其
上
二
所
有
権
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
主
張
シ
テ
訴
ヲ
起
ス
ヲ

例
ト
ス
ト
錐
モ
亦
主
観
的
ニ
ハ
其
地
域
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
モ
自
己
ノ

所
有
地
力
何
村
何
字
何
番
地
ト
シ
テ
某
村
某
字
中
二
客
観
的
二
存
在
シ
タ
ル
コ

ト
ヲ
主
張
シ
テ
以
テ
所
有
権
ノ
確
認
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
例
ヘ
ハ
土
地

ノ
所
有
者
力
永
年
不
在
ナ
リ
シ
為
メ
ニ
経
界
ノ
標
示
等
モ
撤
去
セ
ラ
レ
自
己
ノ

所
有
地
ノ
何
レ
ニ
在
リ
シ
カ
ヲ
判
然
知
リ
得
サ
ル
場
合
ノ
如
キ
又
ハ
耕
地
整
理

ノ
如
キ
事
業
二
依
リ
界
標
撤
去
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ノ
如
キ
ハ
某
村
某
字
中
二
自

己
ノ
所
有
地
ノ
存
在
セ
シ
コ
ト
ノ
確
証
ハ
ア
ル
モ
換
言
ス
レ
ハ
客
観
的
ニ
ハ
所

有
権
存
在
セ
シ
コ
ト
明
白
ナ
ル
モ
主
観
的
二
不
明
ナ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其
土
地

ヲ
指
示
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
而
カ
モ
尚
ホ
確
認
訴
訟
ヲ
起
ス
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ヘ
カ

ラ
ス
是
ト
同
シ
ク
経
界
ノ
訴
二
於
テ
モ
客
観
的
二
存
ス
ル
経
界
線
上
ノ
経
界
権

ノ
確
認
ヲ
求
ム
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
同
シ
ク
権
利
関
係
ノ
確
認
二
外
ナ
ラ
ス
要
ス
ル

ニ
経
界
ノ
訴
ト
ハ
単
二
略
語
二
過
キ
ス
又
ハ
通
俗
ノ
名
称
二
過
キ
ス
正
確
二
日

ヘ
ハ
経
界
権
確
認
ノ
訴
ト
云
フ
ヲ
正
当
ナ
リ
ト
ス
而
カ
モ
尚
ホ
法
律
力
単
二
経

界
ノ
ミ
ノ
訴
ト
称
シ
且
ッ
判
決
主
文
二
於
テ
モ
『
某
々
地
線
ヲ
以
テ
経
界
線
ト

ス
』
ト
宣
言
ス
ル
ニ
止
メ
『
某
々
地
線
ヲ
以
テ
経
界
線
ト
ス
ル
経
界
権
ヲ
確
認

ス
』
ト
宣
言
ス
ル
必
要
ナ
シ
ト
ス
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
経
界
線
ヲ
確
認
ス
レ
ハ
直

二
其
上
二
経
界
権
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ハ
明
白
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
然
ル
ニ
土
地
所
有
権

ノ
確
認
二
在
リ
テ
ハ
唯
権
利
ノ
目
的
タ
ル
土
地
其
モ
ノ
ノ
、
・
・
ヲ
確
認
ス
ル
モ
其

上
ニ
ハ
地
上
権
、
永
小
作
権
等
所
有
権
以
外
ノ
他
ノ
権
利
力
存
在
シ
得
ル
カ
故

二
所
有
権
ヲ
確
認
ス
ト
明
言
ス
ル
必
要
ア
リ
故
二
二
者
ハ
大
二
趣
キ
ヲ
異
ニ
ス

是
レ
経
界
権
確
認
ノ
訴
ト
日
ハ
ス
シ
テ
単
二
経
界
ノ
、
・
・
ノ
訴
ト
略
称
シ
判
決
主

文
二
於
テ
モ
単
二
経
界
線
ノ
、
・
・
ヲ
宣
言
ス
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
ル
所
以
ナ
リ

一
〇
七

（
五
（
）
七
）
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従
テ
之
力
為
メ
ニ
経
界
ノ
訴
ヲ
以
テ
事
実
ノ
ミ
ノ
確
認
二
過
キ
ス
ト
シ
法
律
関

係
ノ
確
認
訴
訟
二
非
ス
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
」
（
肺
憾
哺
調
恥
）
と
。
確
認
訴

訟
に
お
け
る
確
認
の
対
象
が
証
書
真
否
確
認
の
訴
に
お
け
る
よ
う
に
事
実
で
あ

る
こ
と
も
例
外
的
に
は
あ
り
う
る
の
で
、
確
認
訴
訟
説
を
と
つ
て
も
必
ず
し
も

境
界
権
な
る
観
念
を
絶
対
に
必
要
と
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
境
界
権
な

る
観
念
が
存
す
る
こ
と
は
、
民
法
二
二
三
・
二
二
四
条
の
規
定
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
と
さ
れ
る
が
、
同
条
は
界
標
設
置
権
を
定
め
た
も
の
で
、
こ
れ
を
も
つ
て

境
界
権
な
り
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ぽ
、
境
界
権
と
は
一
体
何
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
訴
を
確
認
訴
訟
と
み
る
場
合
、
境
界
権
の
確
定

力
あ
る
確
定
が
な
く
て
も
、
界
標
設
置
権
の
確
定
乃
至
界
標
設
置
請
求
は
可
能

で
あ
る
か
ら
．
境
界
権
と
界
標
設
置
権
と
は
別
個
の
権
利
で
あ
る
と
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
境
界
確
定
の
訴
を
境
界
権
確
認
の
訴
と
み
る
と
、

霧
ぎ
身
冨
貫
と
み
な
い
限
り
請
求
に
理
由
が
な
け
れ
ぽ
請
求
棄
却
の
裁
判
を

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
こ
の
判
決
に
よ
つ
て
原
告
の
主
張
す
る
境
界
権
が
存

し
な
い
こ
と
が
確
定
さ
れ
る
の
み
で
、
境
界
は
確
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
．

こ
れ
は
境
界
確
定
の
訴
の
本
来
の
目
的
に
反
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
以
上
の
理
由
で
境
界
権
確
認
訴
訟
説
に
は
賛
成
し
え
な
い
。

　
同
じ
く
確
認
訴
訟
説
を
と
り
な
が
ら
、
境
界
確
定
の
訴
の
確
認
の
対
象
を
境

界
権
に
で
は
な
く
土
地
所
有
権
の
限
界
を
そ
の
対
象
と
す
る
と
み
る
見
解
が
あ

る
。
例
え
ば
薄
根
判
事
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
．
「
我
が
法
律
の
下
に

於
て
は
境
界
を
創
設
す
べ
き
形
成
権
を
認
め
る
根
拠
が
な
い
と
思
ふ
し
、
又
境

界
の
創
設
は
即
ち
土
地
所
有
権
の
限
界
を
劃
し
、
其
の
広
狭
に
変
動
を
及
ぼ

し
、
或
は
土
地
の
個
数
に
も
変
動
を
与
え
る
も
の
と
考
え
る
外
な
い
か
ら
．
形
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成
訴
訟
と
解
す
る
と
き
は
土
地
所
有
権
関
係
を
紛
乱
せ
し
め
境
界
確
定
訴
訟
の

目
的
に
適
合
し
な
い
．
従
て
形
成
訴
訟
説
を
採
ら
ず
確
認
訴
訟
と
解
す
る
。
而

し
て
境
界
は
之
を
法
律
関
係
と
し
て
観
れ
ば
土
地
所
有
権
の
限
界
と
し
て
意
義

を
有
す
る
に
止
ま
り
、
境
界
其
の
も
の
と
し
て
独
立
の
存
在
を
認
め
得
な
い
か

ら
、
境
界
確
定
の
訴
は
即
ち
土
地
所
有
権
の
限
界
確
認
を
求
め
る
も
の
と
解
す

る
。
所
有
権
の
隣
接
部
分
の
一
断
面
を
確
認
す
る
の
み
で
、
其
の
他
の
側
面
に

於
け
る
限
界
は
確
認
し
な
い
（
一
個
の
権
利
の
一
内
容
に
付
て
f
例
え
ば
堅

固
な
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
借
地
権
な
り
や
非
堅
固
な
建
物
の
所
有
を
目

的
と
す
る
借
地
権
な
り
や
（
借
地
法
二
条
）
ー
確
認
を
求
む
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
し
、
其
の
外
部
的
限
界
の
み
に
付
て
確
認
を
求
む
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
）
。
又
土
地
所
有
権
の
客
観
的
限
界
の
み
を
確
認
す
る
も
の
で
主
観
的
の
帰
属

関
係
を
確
認
し
な
い
も
の
と
思
う
」
と
（
嘱
鏑
畑
倦
姻
鰐
M
確
認
訴
訟
説
に
よ
る
と

原
告
A
が
境
界
疋
を
主
張
し
被
告
B
が
疋
よ
り
A
所
有
地
寄
り
の
境
界
R
を
主

張
し
た
場
合
、
A
の
請
求
に
理
由
が
な
け
れ
ば
請
求
は
棄
却
さ
れ
、
結
局
群
が

境
界
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
立
証
さ
れ
な
く
て
も
A
B
間
で
境
界
は
仔
で
あ
る

こ
と
が
確
定
す
る
。
か
か
る
場
合
N
・
甘
間
で
衡
平
な
見
地
か
ら
境
界
が
定
め

ら
れ
る
可
能
性
が
あ
つ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
畷
咄
畑
紳
魔
僻
陀
翻
町
￥
そ

れ
が
た
め
に
は
所
有
権
の
限
界
を
確
定
す
る
確
認
の
訴
と
は
別
に
形
式
的
形
成

訴
訟
と
し
て
の
境
界
確
定
の
訴
を
認
め
て
お
く
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
A
が
パ
を
B
が
R
を
主
張
し
境
界
に
つ
い
て
の
主
張
が
対
立
し
て
い
る
場

合
は
さ
て
お
い
て
、
境
界
に
つ
い
て
の
主
張
は
対
立
し
て
い
な
い
が
、
相
互
に

境
界
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
場
合
、
当
事
者
に
境
界
を
定
め
る

た
め
に
一
定
の
境
界
線
を
主
張
さ
せ
て
所
有
権
の
限
界
確
認
の
訴
を
提
起
せ
し



め
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
疑
問
で
あ
る
。

　
A
が
境
界
遅
を
B
が
甘
を
主
張
す
る
場
合
、
A
は
自
己
の
土
地
所
有
権
の
限

界
が
疋
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
確
認
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
る

し
、
疋
・
ぴ
間
の
所
有
権
確
認
の
訴
も
提
起
す
る
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
所
有
権
の
限
界
乃
至
所
有
権
そ
れ
自
体
の
確
認
訴
訟
で
あ
つ
て
、
境

界
確
定
の
訴
は
こ
れ
と
は
別
に
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
私
は
、
境
界
確
定
の
訴
を
以
て
形
式
的
形
成
訴
訟
で
あ
る
と
理
解

し
た
い
（
薄
齢
藝
裁
顛
哨
鵬
顛
懸
騒
聾
．
忍
悔
及
塑
熟
鰍
訪
備

月
民
訴
法
五
三
頁
、
末
弘
判
民
大
正
一
二
年
六
八
事
件
、
矩
川
判
民
大
正
一
〇
年
三
〇
事
件
、
雑
本
前
掲

九
四
頁
、
高
窪
評
論
九
巻
民
訴
二
五
七
頁
一
〇
巻
一
六
八
　
二
七
四
頁
、
判
例
と
し
て
は
　
大
正
二
年
七

月
二
九
日
東
地
民
一
判
新
聞
九
〇
七
号
二
二
頁
、
大
正
二
年
一
一
月
二
八
日
東
地
民
一
判
新
聞
九
二
九
号

二
二
頁
、
大
正
三
年
六
月
一
五
日
東
地
民
四
判
評
論
三
巻
民
訴
一
二
一
頁
、
大
正
四
年
六
月
三
〇
日
東
地

民
四
判
評
論
四
二
巻
民
訴
二
四
四
頁
、
大
審
大
正
一
〇
年
三
月
五
日
民
輯
二
七
巻
四
｝
一
頁
、
大
正
一
〇

年
五
月
二
八
日
民
輯
二
七
巻
一
〇
〇
三
頁
　
昭
和
三
六
年
五
月
二
七
日
大
阪
高
判
下
民
集
二
一
巻
五
号
一

に
ぬ
仇
頁
）
。
も
つ
と
も
形
式
的
形
成
訴
訟
説
に
対
し
て
は
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ

て
い
る
．
第
一
に
、
旧
民
訴
法
二
二
条
－
項
や
裁
判
所
構
成
法
一
四
条
に
境
界

の
訴
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
当
時
す
で
に
、
「
凡
ソ
一
箇
ノ
訴
ヲ
以
テ
法
律
力

既
二
之
ヲ
民
事
訴
訟
ト
シ
テ
取
扱
ヒ
居
ル
ニ
当
タ
リ
之
ヲ
訴
訟
事
件
二
非
ス
非

訟
事
件
ナ
リ
ト
論
断
ス
ル
ニ
当
タ
リ
テ
ハ
民
事
訴
訟
ト
シ
テ
他
二
説
明
ノ
方
法

ナ
キ
場
合
二
於
テ
或
ハ
其
ノ
説
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
モ
若
シ
之
ヲ
確
認

訴
訟
ト
シ
テ
十
分
二
其
ノ
説
明
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
ニ
於
テ
ハ
強
ヒ
テ
非
訟

事
件
説
ヲ
固
持
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
殊
二
況
ン
ヤ
経
界
確
定
事
件
力
本

来
ノ
性
質
上
非
訟
事
件
二
属
シ
訴
訟
事
件
二
属
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
法

律
力
特
二
之
ヲ
形
式
的
ニ
モ
セ
ヨ
民
事
訴
訟
ト
シ
テ
取
扱
フ
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
旨

又
ハ
少
ク
ト
モ
取
扱
ヒ
得
ル
旨
ヲ
規
定
セ
ル
法
文
上
ノ
根
拠
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

然
ル
ニ
分
割
ノ
訴
二
関
ス
ル
民
法
第
二
五
八
条
ノ
如
ク
経
界
確
定
ノ
訴
二
付
テ
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ハ
特
二
之
ヲ
民
事
訴
訟
ト
シ
テ
提
起
シ
得
ル
旨
ノ
明
文
ナ
キ
ナ
リ
若
シ
明
文
ナ

シ
ト
ス
レ
ハ
本
来
非
訟
事
件
ノ
性
質
二
属
シ
訴
訟
事
件
二
属
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ

ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
民
事
訴
訟
ト
シ
テ
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ハ
明
白
ノ
事

理
ナ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
故
二
予
輩
ハ
非
訟
事
件
説
二
左
祖
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ナ

リ
」
（
加
墜
捌
鵬
免
一
）
と
の
批
判
が
あ
る
。
旧
民
訴
二
二
条
－
項
や
裁
判
所
構
成
法

一
四
条
が
、
共
有
物
分
割
訴
訟
に
関
す
る
民
法
二
五
八
条
や
父
を
定
め
る
訴
に

関
す
る
民
法
七
三
三
条
と
同
様
に
、
何
故
境
界
の
訴
を
形
式
的
に
は
訴
訟
事
件

と
し
て
取
扱
う
法
文
上
の
根
拠
に
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
．
私
は
こ
の
点
理

解
し
え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
し
か
し
、
改
正
民
訴
法
一
七
条
は
境
界
の
訴
に

つ
き
規
定
を
お
い
て
い
な
い
し
、
裁
判
所
法
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
性
質

上
非
訟
事
件
た
る
境
界
確
定
事
件
が
何
故
訴
訟
事
件
と
し
て
処
理
さ
れ
う
る
の

か
と
い
う
疑
問
が
当
然
生
じ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
三
ケ
月
教
授
は
、
「
こ
の

種
の
訴
を
認
め
る
根
拠
は
現
行
法
上
な
く
な
つ
た
が
、
そ
の
現
実
的
必
要
も
あ

る
し
、
非
訟
事
件
の
手
続
と
し
て
明
定
さ
れ
て
も
い
な
い
か
ら
現
在
も
な
お
認

め
ら
れ
る
と
解
し
て
よ
い
」
と
さ
れ
て
い
る
（
齢
鵬
）
．
私
も
前
述
の
ご
と
く
境
界

の
訴
を
と
く
に
一
般
の
確
認
訴
訟
と
は
別
に
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の

で
、
こ
の
見
解
に
は
賛
成
で
あ
る
．
裁
判
所
構
成
法
一
四
条
や
旧
民
訴
法
二
二

条
－
項
の
ご
と
ぎ
規
定
が
現
行
法
上
存
在
し
な
い
の
は
、
境
界
訴
訟
の
事
物
管

轄
は
一
般
原
則
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
土
地
管
轄
も
民
訴
法
一
七
条
に
よ
れ

ば
よ
く
、
特
に
境
界
の
訴
だ
け
を
取
上
げ
て
規
定
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
か

ら
で
、
現
行
法
で
こ
れ
ら
の
規
定
を
欠
く
よ
う
に
な
つ
た
こ
と
は
従
来
認
め
ら

れ
て
い
た
境
界
訴
訟
を
現
行
法
で
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
と
理
解
す
べ
き
で

あ
る
。
第
二
の
批
判
は
確
認
訴
訟
説
の
立
場
か
ら
の
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
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ち
、
「
経
界
ノ
訴
ヲ
以
テ
形
成
訴
訟
ナ
リ
ト
ス
ル
説
ヲ
採
ル
学
者
ハ
大
概
ネ
経

界
線
力
主
観
的
ニ
ハ
勿
論
客
観
的
ニ
モ
亦
不
明
ナ
ル
場
合
ア
ル
コ
ト
ヲ
前
提
ト

セ
リ
然
レ
ト
モ
或
地
域
二
所
有
権
ノ
存
ス
ル
以
上
ハ
経
界
線
ノ
存
セ
サ
ル
モ
ノ

ナ
シ
経
界
線
ノ
存
セ
サ
ル
土
地
ア
リ
ト
ス
レ
ハ
其
上
二
所
有
権
ノ
存
ス
ヘ
キ
謂

ハ
レ
ナ
シ
故
二
予
輩
ハ
筍
モ
所
有
権
ノ
存
ス
ル
以
上
ハ
経
界
線
存
ス
ル
コ
ト
ヲ

認
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
信
ス
」
（
線
墜
蝋
賜
）
。
あ
る
い
は
、
境
界
が
「
客
観
に
不

明
と
は
結
局
不
存
在
を
意
味
す
る
　
　
蓋
し
境
界
は
存
在
す
る
が
客
観
的
に
不

明
な
り
と
い
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
然
も
境
界
が
存
在
す
る
な
ら
ば
裁
判

所
が
こ
れ
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
若
し
そ
う
な
ら
ば
一
体
土

地
所
有
権
が
存
し
て
そ
の
境
界
が
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
論
上
あ
り
得
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
蓋
し
所
有
権
は
目
的
物
に
対
す
る
排
他
的
直
接
的
支
配
権
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
目
的
物
は
特
定
せ
る
独
立
の
物
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
・

…
も
つ
と
も
非
訟
事
件
説
の
趣
旨
は
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
は
境
界
が
存
在
す

る
と
し
て
も
、
事
実
上
不
明
と
な
つ
た
結
果
争
あ
る
場
合
に
、
裁
判
を
も
つ
て

こ
れ
を
設
定
し
て
貰
い
紛
争
を
除
去
予
防
す
る
に
あ
る
と
も
解
せ
ら
れ
る
が
、

そ
れ
な
ら
ば
場
合
を
分
つ
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蓋
し
、
裁
判
の

実
際
に
お
い
て
二
個
の
土
地
の
境
界
が
証
拠
に
よ
つ
て
認
定
し
得
る
場
合
も
少

く
な
い
が
、
か
か
る
場
合
に
は
1
仮
令
境
界
線
そ
の
も
の
は
事
実
な
る
が
故

に
確
認
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
し
て
も
ー
何
等
か
の
意
味
に
お
け
る
確
認
の

訴
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
境
界
確
定
の
訴
に
お
い
て
は
『
裁
判
所
は

当
事
者
適
格
と
経
界
設
定
の
必
要
を
肯
定
す
る
限
り
、
必
ず
本
案
判
決
を
し
て

経
界
設
定
を
す
べ
き
で
、
原
告
の
請
求
棄
却
の
本
案
判
決
は
存
す
る
余
地
が
な

い
の
で
あ
る
』
と
さ
れ
て
い
る
関
係
上
、
証
拠
に
よ
つ
て
境
界
が
認
定
し
得
な
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い
場
合
に
は
、
衡
平
の
見
地
か
ら
の
裁
量
に
よ
つ
て
境
界
線
を
創
設
す
る
ほ
か

な
い
が
、
経
界
確
定
の
訴
が
形
成
判
決
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
場

合
に
の
み
妥
当
し
得
る
」
と
（
熔
鵬
粧
雛
堺
梶
捷
廊
鰍
加
雅
頭
郎
助
称
）
。
土
地
所
有
権
の

及
ぶ
範
囲
が
不
明
確
で
あ
る
場
合
と
は
憶
界
は
存
在
す
る
が
認
識
し
え
な
い
か

争
い
（
認
識
の
対
立
）
か
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
か
か
る
場
合
土
地
所
有
権
が
成

立
し
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
．
境
界
線
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
と
裁
判
所
が

こ
れ
を
新
た
に
形
成
判
決
に
よ
り
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
。

従
来
の
不
明
な
境
界
線
と
は
別
に
新
た
に
境
界
線
を
判
決
に
よ
り
設
定
す
る
こ

と
を
境
界
確
定
の
訴
は
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
噺
瓢
伽
磯
螺
磁
鋪
聞
顯
餅
確

胤
羅
描
欄
煙
環
獺
畿
塀
嚇
が
）
。
こ
れ
を
矛
盾
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
本
訴
を
従
来
の

境
界
線
の
確
認
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
．
そ
の
前
提
そ
れ
自
体
が
ま
さ
に
問
題

な
の
で
あ
る
．
ま
た
論
者
が
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
境
界
が
証
拠
に
よ
り
認

定
さ
れ
る
場
合
は
確
認
訴
訟
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
も
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
か
か
る
場
合
は
訴
は
実
は
一
般
の
確
認
の
訴
て
あ
つ
て
、
境
界
確
定
の
訴

で
は
な
い
と
み
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
（
麟
腓
離
齪
講
謙
抑
粉
鵡
鵬
務
脚
勲
翻
冶
哲
激
励
莇

群
識
網
捌
詠
卿
離
謙
魏
鮮
）
。
か
か
る
場
合
境
界
確
定
の
請
求
を
所
有
権
の
限
界
の
確

認
請
求
と
善
解
す
る
か
、
あ
る
い
は
請
求
を
後
者
に
変
更
し
な
い
限
り
訴
を
却

下
す
べ
き
か
は
、
も
と
よ
り
便
宜
の
問
題
で
あ
る
．
ま
た
か
か
る
場
合
も
訴
を

境
界
確
定
の
訴
と
呼
ぶ
か
否
か
は
言
葉
の
問
題
で
あ
る
。
固
有
の
意
味
に
お
け

る
境
界
確
定
訴
訟
に
あ
つ
て
は
、
衡
平
の
見
地
よ
り
自
由
な
裁
量
を
通
し
て
裁

判
所
が
境
界
を
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
つ

て
、
境
界
確
定
の
訴
の
請
求
は
、
隣
接
両
地
の
境
界
の
確
定
を
求
む
れ
ば
足

り
、
原
告
は
特
定
の
境
界
線
を
主
張
す
る
必
要
が
な
い
し
、
仮
り
に
主
張
し
た



と
し
て
も
裁
判
所
は
か
、
の
主
張
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る

（
鐸
醐
縫
醸
齢
擢
蕪
矯
蘇
麺
、
」
鋸
燗
翫
駿
麟
顯
響
難
鷹
霧
罐

て
お
り
、
明
治
四
〇
年
三
月
九
日
東
控
民
一
判
新
聞
四
一
九
号
五
頁
は
．
右
訴
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
原

告
の
主
張
す
る
経
界
が
正
当
て
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
だ
け
て
な
く
、
係
争
地
の
範
囲
を
超
え
な
い
限

破
噸
灘
砧
麺
証
当
故
隆
碑
腱
碇
め
）
。
第
三
に
、
同
じ
く
確
認
訴
訟
説
の
立
場
か
ら
以
下

の
ご
と
き
批
判
が
、
純
形
成
訴
訟
説
乃
至
形
式
的
形
成
訴
訟
説
に
対
し
て
加
え

ら
れ
て
い
る
（
耽
丸
艦
陥
頗
講
識
謝
献
備
曜
臓
赫
鍬
鼎
就
耐
け
鰯
齢
吻
濱
脇
幡
が
、
）
．
「
経
界
訴

訟
ヲ
形
成
訴
訟
ト
ナ
ス
ト
キ
ハ
三
審
マ
テ
経
テ
判
決
確
定
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
経

界
ハ
確
定
セ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
判
決
確
定
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
形
成
権
力
行
使
セ
ラ

レ
タ
リ
ト
謂
フ
コ
ト
ヲ
得
サ
レ
ハ
ナ
リ
故
二
形
成
判
決
確
定
前
二
在
リ
テ
ハ
土

地
ノ
範
囲
確
定
セ
ス
従
テ
経
界
形
成
訴
訟
ト
同
時
二
所
有
権
確
認
訴
訟
ヲ
提
起

シ
得
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
疑
ヲ
生
ス
（
雅
本
博
士
京
法
二
二
巻
二
号
一
一
一
頁
）
然

ル
ニ
経
界
ノ
訴
ヲ
以
テ
確
認
訴
訟
ト
ナ
ス
ト
千
ハ
所
有
権
確
認
訴
訟
ト
同
時
二

之
ヲ
起
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
」
と
（
融
罐
舖
鵬
除
峯
π
陀
顛
、
）
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の

批
判
も
妥
当
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
確
認
訴
訟
説
の
説
く
よ
う
に
、
経
界
権
や

所
有
権
の
一
限
界
を
確
認
の
対
象
と
な
し
う
る
な
ら
、
経
界
権
や
当
該
限
界
を

除
い
た
所
有
権
の
確
定
も
亦
確
認
訴
訟
の
対
象
た
り
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
つ
て
、
境
界
確
定
訴
訟
に
所
有
権
確
認
訴
訟
を
併
合
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
ろ
う
．
第
四
に
、
以
下
の
ご
と
き
批
判
が
あ
る
．
一
、
更
に
実
務
上
の
困
難

と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
行
民
事
訴
訟
法
は
昭
和
二
三
年
法
律
第
一
四

九
号
の
改
正
に
よ
り
弁
論
主
義
が
著
し
く
強
化
さ
れ
、
『
当
事
者
の
申
出
に
証

拠
に
よ
つ
て
心
証
を
得
る
こ
と
能
は
ざ
る
と
ぎ
そ
の
他
必
要
あ
り
と
認
む
る
と

き
』
に
職
権
で
証
拠
調
を
な
し
う
る
旨
の
民
訴
二
六
一
条
が
削
除
せ
ら
れ
た
結

果
、
裁
判
所
が
職
権
を
も
つ
て
な
し
得
る
証
拠
調
は
調
査
の
嘱
託
と
当
事
者
の
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申
出
た
証
拠
に
よ
つ
て
心
証
を
得
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
場
合
に
お
け
る
補
充
的

本
人
訊
問
の
み
で
あ
る
（
も
つ
と
も
裁
判
所
は
民
訴
二
一
二
条
に
よ
る
釈
明
処

分
と
し
て
検
証
を
得
る
が
、
こ
の
検
証
の
趣
旨
は
本
来
は
訴
訟
資
料
の
明
確
を

期
す
る
た
め
で
あ
つ
て
、
証
拠
資
料
を
採
取
す
る
た
め
の
証
拠
調
と
は
目
的
を

異
に
す
る
。
1
兼
子
、
条
解
民
訴
－
三
三
六
頁
）
．
然
る
に
非
訟
事
件
説
に

よ
れ
ば
経
界
確
定
の
訴
に
お
い
て
当
事
者
は
敢
て
自
ら
正
当
と
す
る
経
界
線
を

具
体
的
に
指
示
す
る
必
要
が
な
い
と
せ
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
前
叙
の
と
お
り
で

あ
る
。
従
つ
て
こ
の
場
合
当
事
者
と
し
て
何
等
の
証
拠
の
申
出
も
せ
ず
、
又
な

し
得
な
い
と
い
う
こ
と
も
十
分
想
定
し
得
る
。
一
体
裁
判
所
と
し
て
は
如
何
な

る
法
規
に
基
い
て
如
何
に
対
処
す
べ
き
こ
と
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
（
轄
騎

配
y
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
も
つ
と
も
な
懸
念
で
は
あ
る
が
、
元
来
非
訟
事
件
た

る
境
界
確
定
事
件
を
訴
訟
事
件
と
し
た
の
は
、
当
事
者
間
に
境
界
確
定
に
つ
き

利
害
が
は
つ
き
り
と
対
立
す
る
た
め
民
事
訴
訟
に
お
け
る
よ
う
な
対
立
的
地
位

を
当
事
者
に
あ
た
え
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
点
に
基
因
す
る
。
当
事
者

は
具
体
的
に
衡
平
の
原
則
に
従
い
形
成
さ
る
べ
き
境
界
線
を
主
張
し
て
も
よ
い

し
、
あ
る
い
は
必
ず
し
も
指
示
す
る
必
要
も
な
い
が
、
訴
訟
の
過
程
に
お
い
て

何
が
衡
平
な
境
界
線
で
あ
る
か
に
つ
い
て
攻
撃
防
禦
の
方
法
を
つ
く
す
責
任
が

生
じ
る
の
で
、
か
よ
う
な
懸
念
も
現
実
に
は
そ
う
大
き
な
も
の
で
は
な
い
の
て

は
な
い
た
ろ
う
か
。

　
以
上
に
述
べ
た
ご
と
く
、
私
は
境
界
確
定
の
訴
を
形
式
的
形
成
訴
訟
と
解
す

る
．
し
か
し
本
訴
訟
を
も
つ
て
舘
ぎ
＆
三
霞
で
あ
る
と
す
る
必
要
は
な
い

（
昧
好
鯛
誰
醸
獄
砿
“
の
碩
は
）
。
被
告
が
積
極
的
に
境
界
確
定
を
求
め
る
た
ゐ
に

反
訴
を
提
起
し
え
な
い
の
は
、
境
界
確
定
の
訴
に
お
け
る
原
告
の
請
求
か
衡
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
　
　
（
五
一
一
）



　
　
　
判
例
研
究

の
原
則
に
よ
る
妥
当
な
境
界
線
の
設
定
を
内
容
と
す
る
か
ら
で
、
本
訴
が

8
ぎ
身
巳
霞
な
る
が
た
め
に
被
告
の
境
界
確
定
請
求
が
既
に
存
す
る
た
め
で

は
な
い
。
ま
た
わ
が
国
の
先
例
で
は
、
境
界
確
定
の
訴
の
法
的
性
質
に
つ
き
見

解
の
一
致
が
な
か
つ
た
こ
と
に
も
よ
ろ
う
が
、
そ
の
把
握
に
所
有
権
確
認
的
要

素
が
混
入
す
る
場
合
が
多
く
、
境
界
確
定
訴
訟
と
い
う
名
目
で
実
は
係
争
地
の

所
有
権
確
認
の
訴
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
純
然
た
る
形
式
的
形
成
訴

訟
と
し
て
の
境
界
確
定
訴
訟
と
い
う
も
の
は
あ
つ
て
も
稀
で
あ
つ
た
と
い
つ
て

よ
い
。
本
件
判
決
の
場
合
も
境
界
確
定
の
訴
と
い
う
名
称
を
使
い
な
が
ら
実
は

原
告
・
被
告
双
方
が
主
張
す
る
境
界
線
に
か
こ
ま
れ
た
土
地
の
所
有
権
の
確
認

請
求
と
い
う
感
が
強
い
。
か
か
る
場
合
訴
の
名
目
は
境
界
確
定
の
訴
で
も
、
実

質
は
係
争
地
の
所
有
権
確
認
請
求
を
主
た
る
請
求
と
し
、
境
界
確
定
請
求
が
こ

れ
に
予
備
的
に
併
合
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に

請
求
が
単
に
係
争
地
の
所
有
権
確
認
の
み
を
求
め
る
趣
旨
か
、
あ
わ
せ
て
相
隣

地
と
の
境
界
確
定
を
も
求
め
る
趣
旨
か
明
ら
か
で
は
な
い
場
合
、
釈
明
権
を
行

使
し
な
い
で
単
純
な
所
有
権
確
認
の
訴
と
し
て
請
求
を
棄
却
す
る
の
は
違
法
で

あ
る
と
す
る
判
例
が
あ
る
（
駄
藩
糊
飾
粗
難
請
摩
一
恥
￥

　
二
、
し
か
し
本
訴
請
求
が
純
然
た
る
境
界
確
定
の
請
求
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ぽ
、
原
審
判
決
主
文
は
右
請
求
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
甲
・
乙
両
山
林

の
所
有
権
の
帰
属
を
主
文
中
に
表
示
す
る
こ
と
は
必
要
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

主
文
中
に
お
け
る
相
隣
地
双
方
の
帰
属
主
体
の
表
示
が
、
当
該
相
隣
地
双
方
を

表
示
す
る
た
め
の
単
な
る
手
段
で
あ
る
な
ら
ば
、
右
判
決
主
文
に
よ
り
両
山
林

の
帰
属
主
体
が
確
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
問
題
は
な
い
．
共
有
者

の
う
ち
H
が
排
除
さ
れ
て
表
示
さ
れ
る
か
否
か
に
よ
り
乙
山
林
が
丙
山
林
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
　
（
五
一
二
）

る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
以
て
判
決
に
理
由
不
備
・
理
由
そ
ご
の
違
法
が

あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
本
件
判
決
に
賛
成
で
あ
る
。
し

か
し
、
仮
り
に
本
件
原
審
判
決
主
文
に
お
け
る
帰
属
主
体
の
表
示
が
帰
属
主
体

を
確
定
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
（
“
噺
暁
瀧
憔
㍑
鵬
槻
碑
朧
睨
断
鰍
征
悩
紅
）
、
申
立
て

ざ
る
事
項
に
つ
き
裁
判
が
な
さ
れ
た
と
い
う
違
法
が
原
判
決
に
つ
き
存
す
る
こ

と
に
な
る
（
嵌
矯
楚
）
。
主
文
の
解
釈
の
問
題
に
な
る
が
、
本
訴
が
境
界
確
定
訴

訟
で
あ
る
点
か
ら
前
者
の
ご
と
く
理
解
す
る
方
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
三
、
当
事
者
適
格
に
つ
い
て
み
よ
う
。
共
有
地
に
関
す
る
境
界
確
定
の
訴
に

お
い
て
は
共
有
者
全
員
が
当
事
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
胴
抑
征
駄
炸
駈

編
瑚
肝
噸
眠
瞭
た
乾
）
、
本
件
の
場
合
原
審
判
決
は
理
由
中
の
判
断
で
H
を
も
含
む

一
一
名
全
員
が
共
有
者
で
あ
る
こ
と
を
判
断
し
て
お
り
、
主
文
中
に
お
け
る
H

を
除
く
乙
山
林
共
有
者
と
い
う
表
示
は
単
な
る
乙
山
林
表
示
の
手
段
に
過
ぎ
な

い
か
ら
、
原
審
判
決
主
文
に
も
か
か
わ
ら
ず
原
判
決
に
当
事
者
の
適
格
を
誤
つ

た
違
法
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
次
第
で
判
旨
に
賛
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
明
）

昭
三
七
2
6
（
噸
號
幌
蝶
炬
琳
蜷
一
）

　
約
手
裏
書
破
産
者
の
受
戻
金
支
払
と
否
認
権

　
　
弁
済
行
為
否
認
金
員
返
還
請
求
事
件
（
昭
三
七
・
一
一

　
　
決
）

　
　
A
株
式
会
社
は
昭
和
二
九
年
六
月
二
八
日
支
払
を
停
止
、

・
二
〇
第
三
小
法
廷
判

同
年
七
月
二
三
日
の



申
立
に
基
づ
き
、
昭
和
三
〇
年
六
月
一
〇
日
破
産
の
宣
告
を
受
け
．
X
が
破
産

管
財
人
に
選
任
さ
れ
た
が
、
A
社
は
か
ね
て
一
二
通
の
手
形
に
よ
り
手
形
割
引

の
方
法
で
Y
銀
行
か
ら
融
資
を
受
け
て
き
た
債
務
に
つ
き
右
支
払
停
止
の
日
に

弁
済
を
了
し
て
い
た
．
A
社
は
約
手
の
裏
書
人
で
あ
つ
て
、
一
二
通
中
、
一
通

は
支
払
を
し
て
こ
れ
を
受
戻
し
、
他
は
満
期
未
到
来
の
ま
ま
こ
れ
を
買
戻
し
た

も
の
の
よ
う
で
あ
る
．
A
社
破
産
管
財
人
X
（
原
告
）
が
右
支
払
お
よ
び
買
戻

を
否
認
し
Y
銀
行
（
被
告
）
か
ら
支
払
代
金
お
よ
び
買
戻
代
金
の
合
計
額
と
遅

延
損
害
金
と
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
が
本
訴
で
あ
つ
て
、
X
は
、
手
形
の
支
払

や
買
戻
を
否
認
す
る
の
で
な
く
、
手
形
割
引
の
方
法
で
融
資
を
受
け
た
債
務
、

す
な
わ
ち
消
費
貸
借
上
の
債
務
の
弁
済
を
否
認
す
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
を
、
強

調
し
て
い
た
．
控
訴
審
は
専
ら
事
案
を
手
形
の
関
係
と
し
て
考
察
、
且
つ
、
A

の
右
支
払
に
つ
い
て
破
七
三
1
の
適
用
、
右
買
戻
に
つ
い
て
も
同
条
同
項
の
類

推
を
考
う
べ
き
も
の
と
し
、
X
を
勝
訴
さ
せ
た
一
審
判
決
を
変
更
し
て
逆
に
Y

を
勝
訴
さ
せ
た
の
で
、
X
か
ら
上
告
、
消
費
貸
借
の
点
に
つ
い
て
判
断
を
遺
脱

し
て
い
る
違
法
と
、
破
七
三
1
の
解
釈
の
誤
つ
て
い
る
こ
と
と
を
主
張
し
た
と

こ
ろ
、
こ
の
上
告
論
旨
が
全
面
的
に
容
れ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
．
最
高
裁
、
日

く
、
「
所
論
手
形
割
引
の
方
法
に
よ
つ
て
破
産
会
社
が
被
上
告
銀
行
よ
り
融
資

を
受
け
た
債
務
、
す
な
わ
ち
右
割
引
の
都
度
成
立
せ
し
め
た
金
員
消
費
貸
借
上

の
債
務
に
つ
い
て
な
し
た
破
産
会
社
の
被
上
告
銀
行
に
対
す
る
所
論
弁
済
行
為

を
以
て
、
上
告
人
が
本
件
否
認
権
の
対
象
と
し
て
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
記

録
な
ら
び
に
原
判
決
の
事
実
摘
示
（
第
一
審
判
決
引
用
）
に
照
し
明
瞭
で
あ
る

と
こ
ろ
、
原
判
決
が
上
告
人
の
主
張
す
る
右
消
費
貸
借
の
成
否
な
ら
び
に
そ
の

債
務
の
弁
済
行
為
の
存
否
に
つ
い
て
認
定
判
断
す
る
こ
と
な
く
、
前
示
割
引
に

か
か
る
手
形
に
つ
き
な
し
た
破
産
会
社
の
買
戻
行
為
な
い
し
い
わ
ゆ
る
支
払
行

為
が
否
認
権
の
対
象
と
な
り
え
な
い
こ
と
の
み
を
論
考
し
、
よ
つ
て
上
告
人
の

本
訴
請
求
の
理
由
な
い
こ
と
を
結
論
し
て
い
る
こ
と
は
、
論
旨
第
一
点
指
摘
の

と
お
り
で
あ
つ
て
、
原
判
決
は
、
正
に
判
決
に
影
響
を
及
ぽ
す
べ
き
事
項
に
つ

ぎ
判
断
を
逸
脱
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
．
ま
た
、
「
原
判
決
は
、
右
論

判
　
例
　
研
　
究

　
　
考
に
あ
た
り
、
第
三
者
振
出
に
か
か
る
約
束
手
形
の
割
引
人
が
割
引
依
頼
人
か

　
　
ら
原
判
決
に
い
う
手
形
の
支
払
を
受
け
、
あ
る
い
は
満
期
前
に
割
引
依
頼
人
の

　
　
買
戻
要
求
に
応
じ
手
形
を
売
り
戻
し
、
そ
の
手
形
が
振
出
人
に
返
還
さ
れ
た
場

　
　
合
に
は
、
も
し
後
に
右
が
否
認
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
割
引
人
は
も
は
や
振
出
人

　
　
に
対
し
て
権
利
を
行
使
す
る
方
法
は
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場

　
　
合
に
も
破
産
法
七
三
条
一
項
の
適
用
な
い
し
類
推
適
用
に
よ
り
割
引
人
を
保
護

　
　
す
べ
く
、
右
支
払
な
い
し
手
形
買
戻
行
為
の
否
認
を
許
す
べ
き
で
な
い
と
説
示

　
　
す
る
が
、
同
法
七
三
条
一
項
は
、
破
産
者
か
ら
手
形
の
支
払
を
受
け
た
者
が
そ

　
　
の
支
払
な
か
り
せ
ば
前
者
に
対
す
る
遡
求
権
行
使
の
た
め
の
法
定
手
続
を
履
践

　
　
し
お
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
す
る
制
度
で
あ
り
、
同
条
項
に
い
う
「
債
務

　
　
者
ノ
一
人
又
ハ
数
人
二
対
ス
ル
手
形
上
ノ
権
利
」
と
は
、
前
者
に
対
す
る
遡
求

　
　
権
を
指
し
、
「
手
形
ノ
支
払
」
と
は
、
約
束
手
形
に
あ
つ
て
は
振
出
人
の
支
払

　
　
を
指
す
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
本
件
の
よ
う
に
振
出
人
で
な
い
破
産
会
社
が

　
　
原
判
示
の
い
わ
ゆ
る
支
払
な
い
し
手
形
買
戻
を
し
た
場
合
に
は
、
同
条
項
を
適

　
　
用
な
い
し
類
推
適
用
す
る
余
地
は
全
く
な
い
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
つ
て
、
原
判
決

　
　
の
同
条
項
適
用
の
誤
り
を
指
摘
す
る
論
旨
第
二
点
も
理
由
が
あ
る
」
、
と
．

　
　
ー
破
棄
差
戻
。

　
破
産
法
七
三
条
一
項
が
手
形
の
支
払
に
つ
き
否
認
権
を
排
除
し
て
い
る
の

は
、
「
破
産
者
か
ら
手
形
の
支
払
を
受
け
た
者
が
そ
の
支
払
な
か
り
せ
ば
前
者

に
対
す
る
遡
求
権
行
使
の
た
め
の
法
定
手
続
を
履
践
し
お
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
考
慮
す
る
制
度
で
あ
り
」
従
つ
て
、
「
同
条
項
に
い
う
．
債
務
者
ノ
一
人
又
ハ

数
人
二
対
ス
ル
手
形
上
ノ
権
利
”
と
は
、
前
者
に
対
す
る
遡
求
権
を
指
し
、

”
手
形
ノ
支
払
”
と
は
、
約
束
手
形
に
あ
つ
て
は
振
出
人
（
為
替
手
形
に
あ
つ
て

は
引
受
人
）
の
支
払
を
指
す
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
」
、
約
手
の
裏
書
人
や
為

手
の
振
出
人
・
裏
書
人
の
支
払
が
こ
れ
に
該
当
し
な
い
こ
と
、
ま
さ
に
判
旨
の

説
く
通
り
で
あ
つ
て
（
紳
佃
特
獺
薙
離
騨
臓
螢
強
寵
L
館
願
r
次
鋪
賂
）
、
本
件
Y
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
　
　
（
五
一
三
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

A
の
支
払
が
否
認
さ
れ
て
も
振
出
人
に
対
し
（
手
形
の
所
持
な
く
し
て
）
手
形

の
支
払
を
求
め
う
る
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
特
に
こ
れ
を
保
護
す
べ
き
必
要
も

な
い
．
す
べ
て
、
こ
れ
ら
の
点
は
、
大
隅
教
授
の
本
件
判
批
（
揃
）
に
詳
細
で
あ

つ
て
、
本
件
の
場
合
に
破
七
三
1
の
適
用
な
い
し
類
推
適
用
を
認
め
る
原
審
の

見
解
は
、
判
旨
の
指
摘
す
る
通
り
、
不
当
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
だ
が
、
破
七
三
1
の
適
用
の
有
無
を
考
え
る
こ
と
は
、
同
七
二
の
適
用
が
あ

る
こ
と
を
前
提
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
か
ら
七
二
に
該
当
し
な
い
行
為
に

つ
い
て
、
七
三
1
に
よ
り
そ
の
適
用
除
外
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
果
し

て
、
本
件
一
二
通
の
手
形
に
関
連
す
る
行
為
の
う
ち
、
一
通
に
か
か
わ
る
支

払
・
受
戻
の
行
為
は
、
当
然
七
二
の
枠
内
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
事
に
よ
つ
た
ら
、
危
機
期
間
前
の
本
旨
弁
済
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
し
か
し
、
判
例
集
か
ら
正
確
な
事
実
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
し
、
事
は
七
三
1
の
適
用
な
き
こ
と
が
確
定
し
て
か
ら
登
場
の
可
能
性
あ
る

問
題
と
も
い
え
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
不
問
に
付
す
こ
と
に
す
る
。

　
ま
た
、
七
二
条
適
用
の
関
係
で
、
手
形
上
の
債
務
と
消
費
貸
借
上
の
債
務
と

は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
七
二
の
要
件
に
該

当
す
れ
ば
債
務
の
履
行
が
否
認
せ
ら
れ
え
、
該
当
し
な
け
れ
ば
債
務
の
履
行
が

否
認
せ
ら
れ
え
な
い
の
で
あ
つ
て
、
手
形
上
の
債
務
の
履
行
が
七
二
の
要
件
に

該
当
し
て
否
認
せ
ら
れ
う
べ
き
場
合
に
つ
い
て
七
三
1
の
否
認
権
排
除
が
加
わ

る
に
す
ぎ
な
い
．
と
す
る
と
、
消
費
貸
借
上
の
債
務
と
手
形
上
の
債
務
と
が
同

じ
目
的
の
た
め
に
併
存
す
る
場
合
に
、
そ
の
一
方
の
履
行
が
否
認
せ
ら
れ
え
、

他
方
が
否
認
せ
ら
れ
え
な
い
と
い
5
こ
と
が
、
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
．
あ
り

う
る
と
す
れ
ぽ
訴
訟
物
に
つ
い
て
の
新
説
的
発
想
に
矛
盾
す
る
と
い
う
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
（
五
一
四
）

な
く
（
噺
鋭
駒
醗
噂
詠
轍
胴
朔
貨
捷
砿
y
否
認
権
に
基
づ
く
訴
で
否
認
権
の
行
使
は
単

な
る
攻
撃
方
法
に
す
ぎ
な
い
か
ら
と
い
う
の
で
も
な
い
（
緬
翻
鯨
姻
肋
嗣
瀞
雅
黙
切

紘
）
。
も
し
一
方
が
否
認
で
き
、
他
方
が
否
認
で
き
な
い
な
ら
、
互
に
否
認
で

き
否
認
で
き
な
い
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
が
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ

る
。
手
形
の
支
払
な
い
し
買
戻
に
つ
き
否
認
権
を
否
定
し
た
原
審
が
、
消
費
貸

借
上
の
債
務
を
認
め
、
こ
れ
が
弁
済
と
し
て
は
否
認
権
を
肯
定
す
る
と
い
う
こ

と
が
、
果
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
．
「
同
手
形
の
破
産
会
社

に
よ
る
支
払
は
こ
の
貸
借
上
の
債
務
の
弁
済
に
な
る
と
し
て
そ
の
支
払
を
否
認

す
る
旨
の
被
控
訴
人
の
主
張
は
、
進
ん
で
他
の
判
断
を
加
え
る
ま
で
も
な
く
理

由
の
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
原
審
判
決
が
い
う
の
は
、
こ

の
趣
旨
を
察
せ
し
め
る
も
の
で
あ
つ
て
、
原
審
が
消
費
貸
借
を
顧
慮
し
な
か
つ

た
と
非
難
し
、
且
つ
こ
の
点
を
判
決
に
影
響
を
及
ぽ
す
事
項
と
評
価
す
る
判
旨

の
前
半
に
は
、
疑
問
が
持
た
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
判
旨
は
、
手
形
と
い
う
外

形
、
従
つ
て
破
七
三
に
目
を
奪
わ
れ
ず
、
融
資
と
い
う
実
質
、
従
つ
て
破
七
二

の
否
認
権
本
来
の
趣
旨
を
大
局
的
に
察
す
べ
し
と
の
警
告
の
趣
旨
と
も
善
解
で

き
、
勇
々
、
後
半
だ
け
で
も
破
棄
に
は
十
分
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
も
ま
た
不

問
に
付
し
て
お
き
た
い
。

　
約
手
裏
書
破
産
者
の
手
形
支
払
な
い
し
買
戻
に
破
七
三
1
の
適
用
な
し
と
す

る
本
件
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
東
　
乾
）


